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イメージキャラクターを作成しました !!

金融・経営相談を毎日実施しております !!

　当協会のイメージキャラクターがついに完成しました!!

　富士山と甲斐犬をもとに生まれた「シンくん」と「ヨウちゃん」。

　当協会のロゴから生まれた「タモツさん」。

　みんなで力を合わせて中小企業・小規模事業者の皆さまの活動をサポートしていきます。

　これからも、山梨県信用保証協会は中小企業・小規模事業者の身近な存在として、皆さまとと

もに歩み続けていきます。

　キャラクターのネーミングは「山梨県信用保証協会」から。

　当協会では、職員による無料の金融・経営相談を実施しております。

　中小企業・小規模事業者の皆さまが抱えている資金繰り、経営改善、事業再生支援等、金融支

援のみでなく、経営支援全般に関する様々な悩みについてご相談を受け付けております。

　相談を希望の事業者さまは下記のお問い合わせ先より、お気軽にご連絡、ご予約お願いします。

　　　　お問い合わせ先  ： 本　店（甲府） ０１２０－９７０－２６０
 富士吉田支店 ０５５５－２２－０９９２
 ＵＲＬ：http://cgc-yamanashi.or.jp
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平成30年度　職員の紹介を行います!!

保証企画課

保 証 部

（左上から）

田中推進役、宮原課長、有野部長
渡辺副長、渡邉（凌）

（左下から）

内藤、山田、茅野、椚、北村

保証推進１課

（左上から）

内藤代理、斉藤課長、細田

（左下から）

野尻、佐野

保証推進２課

（左後ろから）

小林、内藤代理 
 

（左前から）

望月、河西課長、堀内
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企業支援課

管 理 課

管 理 部

（左上から）

若尾、渡辺、古屋、高橋

（左下から）

長谷川代理、浅川課長、輿水

（左上から）

小林、小山、名取副参事、
久保寺推進役、遠藤

（左下から）

山本、名取部長、
佐野副部長兼課長、福升

管理事務課

（左上から）

原、望月副長
 
（左下から）

渡辺課長、小林
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総 務 課

総 務 部

富士吉田支店

（左上から）

小池、小野、窪川

（左下から）

金山主任調査役、秋山部長、
名取副部長兼課長

企画情報課

（左から）

金子、岩村、川上課長、込山

富士吉田支店

（左から）

清水、末木次長、村松支店長、
天野、市村、渡邉
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平成30年度　新入職員を紹介します!!
　平成３０年度は新たに２名が当協会に入協しました。

　よろしくお願いします。

名　前：茅野　薫子（ちの　かおるこ）

配属先：保証部　保証企画課
趣　味：音楽鑑賞、フィギュアスケート観戦
一　言：初めてのことばかりでご迷惑をおかけすることもあると　　
　　　　思いますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

名　前：渡辺　耕太（わたなべ　こうた）

配属先：保証部　企業支援課
趣　味：サッカー観戦、筋トレ
一　言：新入社員らしく明るく元気よく頑張っていきます。
　　　　厳しいご指導よろしくお願いします。

左

右
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「McSS経営診断報告書」無料 提供サービスのご案内

平成30年4月より、新たな信用保証の取組みが開始します!!

　「McSS経営診断報告書」とは、※CRDに蓄積され
た全国約200万社の財務情報と比較した信用力の「位
置づけ」と財務面の「強み・弱み」をグラフ等で分か
りやすく表示した診断書です。
　同業他社と比較した『財務指標』や直近決算書を評
価する『現状診断』、経営改善計画を策定、評価する『将
来シミュレーション』など図表を用い、わかりやすく
表示してありますので、自社の経営実態等を的確に把
握することができます。
　McSS経営診断報告書の提供をご希望の事業者さまは
保証部保証企画課（055－235－9701）まで

お気軽にご連絡ください。
　なお、本報告書の提供には直近２期分の決算書が必要になります。
　 （法人のみが対象になります）
　※CRDとは・・中小企業の「財務データ」「デフォルト情報」を蓄積するデータベース機関

　平成30年4月より、改正信用保証協会法が施行されたことに伴い、中小企業・小規模事業者の
資金需要に一層きめ細かく対応するとともに、信用保証協会と金融機関が連携して中小企業・小
規模事業者の経営支援を強化し、経営改善・生産性向上（経営の改善発達）をより一層進めてい
きます。
　概要とすると、中小企業の多様な資金需要に対してきめ細かな対応を行うため、全国統一の保
証制度を創設し、また、創業関連保証や小口零細企業保証の保証上限額を拡大し、創業者や零細
企業への保証支援拡充を図り
ました。
　さらに、金融機関との連携
した支援をより一層進めるた
め、経営者保証を不要とする
取扱い等にも取り組んでいき
ます。
　
　詳細につきましては、
当協会ホームページをご覧く
ださい。

McSS経営診断報告書のイメージ
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経営者向けセミナーを開催しました。
　平成30年2月14日（水）、アイメッセ山梨にて、「10年先を見据えた未来経営」をテーマにし
たセミナーを２部構成で開催しました。
　今回のセミナーは、山梨県よろず支援拠点と共同で主催したセミナーであり、43名の経営者の
方々にご参加いただきました。
　第１部では、中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネーターでもある大山先生より、「10
年先の会社の未来を考えよう」というテーマで講義をしていた
だきました。
　第２部では、当協会の名取保証部副部長より、平成30年4
月の信用保証協会法改正に伴う「これからの経営支援と保証協
会の役割」・「企業のライフステージに応じた保証協会の活用方
法」について説明を行いました。
　セミナー終了後は個
別 経 営 相 談 会 を 開 催
し、よろず支援拠点と
当協会の担当者がそれ
ぞれ対応し、中小企業・
小規模事業者の皆さま
の資金繰り支援等につ
いてアドバイス等、行
いました。

中小企業支援に係る覚書を締結しました。
　平成30年1月30日（火）、当協会会議室において、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信
用組合、都留信用組合の４金融機関と「中小企業・小規模事業者の支援に係る相互協力に関する
覚書」を締結しました。
　平成30年4月から施行されている改正
信用保証協会法のなかで、協会業務に金
融機関と連携した経営支援が追加された
ことを踏まえ、中小企業・小規模事業者
の皆さまにとって実効性のある経営支援
を行っていくため、相互協力の取組事項
を明確にし、金融機関と更なる連携強化
を図っていきます。

第１部：大山先生の講義

第２部：「信用保証協会と経営支援」等に
　　　　ついて説明する名取副部長

　左から山梨信用金庫 五味理事長、甲府信用金庫 坂本理事長、
　　　　当協会 山下会長、都留信用組合 細田理事長、
　　　　山梨県民信用組合 廣瀬理事長

セミナー後の個別経営相談会の様子
（保証推進１課　大森主任（左））
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第14回やまなし企業支援ネットワーク会議を開催しました。
　平成30年3月13日（火）、ベルクラシック甲府にて「第14回やまなし企業支援ネットワーク会

議」を開催しました。本会議は、当協会と山梨県、山梨県中小企業再生支援協議会が幹事として

開催し、県内の金融機関や商工団体の方々

をお招きし、さまざまな分野について情

報交換を行っております。

　今回は、「平成３０年度経済産業省関係

予算・税制改正」、「信用補完制度の見直し」

について、関東経済産業局の担当者さま

よりご説明いただきました。

関東経済産業局 産業部 中小企業金融課　戸川課長

甲府財務事務所及び山梨県中小企業家同友会との意見交換会を
実施しました。

　平成30年3月16日（金）、甲府合同庁舎にて、甲府財務事務所、山梨県中小企業家同友会、当

協会の三者で意見交換会を実施しました。情報共有や意見交換を通じて、地元の中小企業・小規

模事業者の経営者が持つ課題やニーズなど生の声を汲み取ることで、相互の理解と今後の連携の

強化を図っていこうという趣旨で開催さ

れたものです。

　それぞれの機関から業務や取組内容に

ついて紹介いただいた後、経営者が持つ

金融面や経営全般に関する要望等が発表

され、活発な意見交換が為されました。

甲府財務事務所・山梨県中小企業家同友会・当協会の三者で実施された
意見交換会
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平成３０年度経営計画について
 平成30年度の経営計画を以下のとおり策定しました。
 役職員一同、本経営計画に基づき全力で取り組んでまいります。

（業務運営方針）
　保証部門については、金融機関や関係機関と勉強会や情報交換会を実施し、中小企業･小規模事
業者への適切な保証制度の活用について認識の共有化を図り、金融機関と連携した支援体制を構
築する。
　さらに、公的な保証機関として地方創生に一層の貢献を果たすため、起業を志す若者や女性等
への創業支援として、女性経営者応援チーム「メイプル」等による相談体制の拡充を行い、創業
後の事業者に対してはフォローアップセミナーの開催や専門家派遣事業等を活用し、創業期にお
ける一貫した支援体制の強化にも取り組む。

【具体的な課題】
１）関係機関との連携強化による保証活用の促進
２）創業支援の充実
３）事業承継支援への取り組み

（業務運営方針）
　期中管理部門については、業況悪化先に対して企業訪問や金融機関へのヒアリング等を実施し、
早期に情報収集を行い、経営支援策を金融機関と協議する中、個々の中小企業・小規模事業者の
状況に応じた経営支援に取り組む。
　また、金融機関と連携した期中管理を強化し、代位弁済抑制にも取り組む。

【具体的な課題】
１）期中管理の徹底
２）適正かつ迅速な代位弁済

（業務運営方針）
　経営支援部門については、金融機関と支援方針について情報共有を図り、個々の中小企業・小
規模事業者の状況に応じた経営支援を実施する。
　また、再生期の中小企業・小規模事業者に対しては、求償権消滅保証や事業再生計画実施関連
保証(経営改善サポート保証）等を活用した再生支援にも取り組む。
　さらに、様々な経営課題に直面している中小企業・小規模事業者への支援拡充を図るため、相
談体制を強化し適切なアドバイス及び関係機関と連携が図られる体制を整える。

【具体的な課題】
１）経営支援の強化
２）相談業務の充実

保 証 部 門

期中管理部門

経営支援部門
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（業務運営方針）
　回収部門については、求償権の進捗管理を徹底し、求償権管理事務停止及び求償権整理を適切
に実施し、回収業務の効率化に努めるとともに、一部弁済による連帯保証債務免除ガイドライン
に沿った対応を積極的に行い、関係人の生活再生を図るとともに回収の最大化に努める。
　また、サービサーへの委託と解除を適切に実施し、サービサーの有効活用による回収業務の効
率化及び最大化にも努める。
　再生の見込みのある事業者については、保証部や金融機関等と連携し、求償権消滅保証を活用
した再生支援に取り組む。

【具体的な課題】
１）回収促進の取り組み強化
２）サービサーの活用と連携
３）再生支援への取り組み
４）求償権管理事務停止・求償権整理の実施による業務の効率化

（業務運営方針）
　その他間接部門については、コンプライアンスの徹底及び危機管理体制の充実により内部統制
の強化を図る。
　また、民間企業への職員出向や各種研修等へ参加し、より広い視野を持ち柔軟な思考や課題解
決のための方策を提案できる人材育成に努める。
　さらに、ＣＳアンケートを実施し、顧客の意見やニーズを取り入れたサービスを行い、顧客満
足度向上に努めるとともに、書類のデータ化を継続実施し、業務の合理化及び効率化にも取り組む。

【具体的な課題】
１）コンプライアンスの徹底と危機管理体制の強化
２）人材育成の充実･強化と組織の活性化
３）業務運営の合理化･効率化
４）分析業務の強化
５）広報の充実と顧客サービスの向上

【保証承諾等の見通し】
平成30年度の主要業務数値（計画）は次のとおりです。

回 収 部 門

その他間接部門

項　　　　目 金　　額（百万円） 対前年度計画比（％）

保 証 承 諾 52,000　　 94.5

保 証 債 務 残 高 125,000 94.0

代 位 弁 済 3,000 100.0

実 際 回 収 1,000 100.0
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